
刑法及び児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに 
児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律案〔人身売買厳罰化法案〕

概要 
 
 

 

 
 
 

○平成 17 年の刑法改正により、当時処罰の対象となっていなかった、人身売
買（対価の授受を伴って人身を引き渡す行為）について罰則を創設・整備。 

○しかし、現在もなお、人身売買等の
人身取引が数多く発生しており、
近年は被害者数も増加傾向にある
（右図）。 
とりわけ、多くの児童がわいせつ
目的の人身取引の被害者となって
いる。 

 
 
 ⇒加害者を適正に処罰し、人身売買の発生を抑止するため、人身売買罪等

の法定刑を引き上げる必要がある。 

背景・趣旨 

◎人身売買罪・児童買春等目的人身売買罪の法定刑の引上げ 

 
○刑法（226 条の２）の改正 

・人身買受け ３月以上５年以下の拘禁刑 ⇒６月以上７年以下の拘禁刑 
・未成年者買受け ３月以上７年以下の拘禁刑 ⇒６月以上10 年以下の拘禁刑 
・営利目的等人身買受け・人身売渡し １年以上10 年以下の拘禁刑 ⇒２年以上15 年以下の拘禁刑 
・所在国外移送目的人身売買 ２年以上の有期拘禁刑 ⇒３年以上の有期拘禁刑 
 

○児童買春・児童ポルノ禁止法（８条１項）の改正 

・児童買春等目的人身売買 １年以上10 年以下の拘禁刑 ⇒２年以上15 年以下の拘禁刑 

改正の概要 

【図】人身取引事犯の被害者数の推移（H13～R6） 

出典：人身取引対策推進会議「人身取引（性的サービスや労働の強要
等）対策に関する取組について（年次報告）」（R7.8.26） 



刑法及び児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに 

児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律案要綱 

 

一 刑法の一部改正 

 １ 人身買受けの罪の法定刑を「３月以上５年以下の拘禁刑」から

「６月以上７年以下の拘禁刑」に引き上げる。 

（第 226 条の２第１項関係） 

 ２ 未成年者買受けの罪の法定刑を「３月以上７年以下の拘禁刑」か

ら「６月以上 10 年以下の拘禁刑」に引き上げる。 

（第 226 条の２第２項関係） 

 ３ 営利目的等人身買受けの罪及び人身売渡しの罪の法定刑を「１年

以上 10 年以下の拘禁刑」から「２年以上 15 年以下の拘禁刑」に引

き上げる。   （第 226 条の２第３項及び第４項関係） 

 ４ 所在国外移送目的人身売買の罪の法定刑を「２年以上の有期拘禁

刑」から「３年以上の有期拘禁刑」に引き上げる。 

（第 226 条の２第５項関係） 

 

二 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保

護等に関する法律の一部改正 

  児童買春等目的人身売買の罪の法定刑を「１年以上 10 年以下の拘

禁刑」から「２年以上 15 年以下の拘禁刑」に引き上げる。 

（第８条第１項関係） 

 

三 施行期日等 

 １ 施行期日 

   この法律は、公布の日から起算して 20 日を経過した日から施行

する。       （附則第１条関係） 

 ２ 検討 

   政府は、この法律の施行後３年を目途として、この法律による改

正後のそれぞれの法律の施行の状況等について検討を加え、その結

果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 （附則第３条関係） 

 ３ その他 

   その他所要の規定の整備を行う。 
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